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令和6年度 安推連会議での意⾒への対応
・令和6年度安推連本会議の総評にて、アドバイザーである久保⽥先⽣から「事故危険区間の整理のルール」や「⽣活道路対策の評価指標」に関する意⾒を受領。
・令和7年度から意⾒や事例整理等の検討に着⼿し、回答に向けて取組を進める。

2025/2/25 本会議議事録より

意⾒全ての回答を今年度に⾏うのではなく、
順々に対応⽅針を検討し、ルールの⾒直しや
統⼀指標・⽐較評価⼿法の検討を⾏う想定

【国交省主体で検討】
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■事故ゼロプランのルール ■ゾーン30プラス 整備箇所に対する効果検証

・これまでの効果評価では箇所毎に「事前事後の⽐較」による評価を実施。
⇒「対策前と⽐較し改善」といった“改善したか否かの評価”を整理している。

・統⼀的な指標が無いため、「改善度合いの⼤⼩」や「更なる対策が必要か」といった、対策
エリア同⼠の⽐較評価はこれまで⾏っていない。

・令和3年度のゾーン30プラス取組開始から4年経過、対策済みエリアも増えてきたことを踏
まえ、令和7年度から「⽐較評価を⾏うための指標設定」の着⼿を想定。

【平成28年度に決定︓事故ゼロプランの新規採択基準】

【平成28年度に決定︓事故ゼロプランの効果評価⼿法】

・現在のルール 「新規区間の採択基準」、「対策済み区間の効果評価⼿法」は
平成28年度に安推連にて承認されたものを踏襲している。

・実態としてはルールに沿いつつも“箇所毎に判断し対応”とするケースも増えてきてい
るため「ルールの⾒直し」を考える時期に来ていると考えられる。

※「選定基準を満たすも既存区間との兼ね合いで選定を見送る」、「定量的には対策完了と
なるが近年の傾向を踏まえ経過観察とする」等
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